第1　専門家派遣事業
1　事業内容  
（1）専門家を商店街に派遣し、課題の整理・解決に向けた助言、事業支援等を行います。  
（2）派遣を通じて、商店街の主体的な取組の創出や組織体制構築に向けたサポートを行います。

2　対象団体  
　市内の商店街組織（振興組合、連合組織、任意団体、青年部等の下部組織 等）

3　派遣回数・団体数
（1）1団体あたりの派遣回数は、 4 回を上限とします。
（2）派遣団体数は最大 5 団体とし、5団体以上の申込があった場合は、過去に専門家派遣を受けていない団体を優先するものとします。

4　応募方法・期限
（1）事前相談シートに必要事項を記入し、熊本市商業金融課へ提出してください。
（2）提出は、メール、ＦＡＸ、郵送または熊本市商業金融課まで直接持参ください。
（提出の際は、熊本市商業金融課に確認の連絡をお願いします）
（3）提出期限は、令和8年6月30日 まで

5　選定方法  
（1）提出された事前相談シートをもとに、熊本市商業金融課と事務局がヒアリングを実施し、専門家を選定します。
[bookmark: _Hlk228182619]（2）選定された専門家の派遣を正式に希望する場合は、申込書に団体の定款（規約）、会員名簿、収支予算書等の必要書類を添付して事務局へ提出してください。
（3）派遣が決定した場合は、申込者へ専門家派遣通知書にて通知を行います。

6　実施手順  
（1）事務局が専門家を決定し、初回派遣の日程調整を行います。  
（2）派遣団体は事前に参加者を調整し、当日の専門家派遣を受けます。  
（3）2回目以降の派遣については、当日の派遣終了後に次回の派遣日程等の調整をお願いします。
（4）派遣終了後は、都度、専門家により事務局へ実施報告書を提出していただきます。

7　留意事項  
（1）派遣団体に対して、実施内容の確認や報告を求める場合があります。
（2）事業目的に沿わないと判断される場合、派遣を中止する場合があります。
（3）事業に関する調査やアンケート等への協力を求める場合があります。

